
令和６年度障害福祉サービス等
報酬改定における主な改定内容
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■  令和６年度障害福祉サービス等の報酬改定概要（抜粋）
■ 　
■ 　１　減算事項について
■ 　２　訪問系サービス
■ 　３　日中活動系サービス
■ 　４　施設系・居住支援系サービス
■ 　５　就労系サービス
■ 　６　相談系サービス
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減算事項等について
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番号 項目（減算） 対象サービス 内容 経過措置 減算適用開始

１

身体拘束
廃止未実施
減算
の見直し

相談系・自立
生活援助・就
労定着支援
を除く全サー
ビス

次の基準を満たしていな場合減算
① 身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、
その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを
得ない理由その他の事項の記録
② 委員会の定期開催→結果について従業員へ周
知徹底
③ 身体拘束等の適正化のための指針の整備
④ 身体拘束等の適正化のための研修の定期的な
実施

－
R3.4.1～
※1

２
虐待防止
措置未実施
減算

全サービス

次の基準を満たしていない場合減算
①委員会の定期開催→結果について従業員へ周
知徹底
②虐待防止研修の定期的な実施
③担当者の設置

－ R6.4.1～

３
業務継続
計画未策定
減算

全サービス
業務継続計画の策定及び当該業務継続計画に従
い必要な措置を講じていない事実が生じた場合
減算

※2 R6.4.1～

４
情報公表
未報告減算

全サービス
障害者総合支援法第76条の３または児童福祉法
第33条の18の規定に基づく情報公表に係る報告
がされていない場合減算

－ R6.4.1～

１  ５単位の減額から令和６年４月１日以降は、施設・居住系サービスは10％、訪問・通所系サービスは１％の減額に変更

２ 令和７年３月 31 日までの間、「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」及び「非常災害に関する具体的計画」の
策定を行っている場合には、当該減算を適用しない。また、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括
支援、自立生活援助、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支
援、障害児相談支援については、「非常災害に関する具体的計画」の策定が求められていないことを踏まえ、令和７年３月 31 
日までの間、当該減算を適用しない。



減算事項等について
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※３ 支援プログラム及び自己評価結果等については、児童発達支援等ガイドラインを参照してください。
   https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/#h2_free2
※４ 児童発達支援・放課後等デイサービスにおいては、従前から減算有りのため、令和６年度も公表しなければ減算となる。

https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/


令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な
改定内容令和６年２月６日 厚生労働省・こども家庭庁 資料抜粋 
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令和６年度障害福祉サービス等の主な報酬改定

訪問系サービスについて
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１ 通院等介助等の対象要件の見直し（居宅介護）

居宅介護の通院等介助等について、居宅が始点又は終点となる場合には、障害福
祉サービスの通所系の事業所等から目的地（病院等）への移動等に係る通院等介
助等に関しても、同一の事業所が行うことを条件に、支援の対象とする 

２ 訪問系サービスの国庫負担基準の見直し

・居宅介護の国庫負担基準について、介護保険対象者の区分を追加

・重度訪問介護の国庫負担基準について、重度障害者の単位の見直しや介護保険
対象者の区分を細分化
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
令和６年２月６日 厚生労働省・こども家庭庁 資料抜粋 



令和６年度障害福祉サービス等の制度改定概要（抜粋）

8

① サービス提供時間ごとの基本報酬の設定 
生活介護について

基本報酬については、障害支援区分ごと及び利用定員規模に加え、サービス提供時間別に細や
かに設定する。障害特性等により利用時間が短時間にならざるを得ない者への配慮として、個
別支援計画に定めた標準的な支援時間で算定すること。

★「定員区分」の見直しについて
R5区分（旧）                      R6区分（新）  
利用定員20人以下          ⇒    利用定員20人以下（変更なし）
利用定員21人以上40人以下           ⇒             ・利用定員21人以上30人以下
                                                                             ・利用定員31人以上40人以下

★「多機能型定員区分」の見直しについて
R5区分（旧）                   R6区分（新）  
利用定員20人以下 ⇒   利用定員5人以下(重症心身障害児者対応のみ）
                                                    利用定員6人以上10人以下（多機能型事業所のみ）
                                                    利用定員11人以上20人以下



令和６年度障害福祉サービス等の制度改定概要（抜粋)

② 福祉専門職員配置等加算
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生活介護については、福祉専門職員配置等加算（ I ）又は（ I I ）と（ I I I ）との併給が可能。
（（ I ）と（ I I ）の併給不可）

③ 常勤看護職員等配置加算

利用定員に応じ、以下の所定単位数に常勤換算方法で算定した看護職員の数を乗じて得た
単位数を加算。
（例）利用定員11人以上20人以下の事業所において看護職員の常勤換算数 
   2.8人の場合
   28単位×２人（2.8人の小数点以下切り捨て）＝56単位

④ 食事提供体制加算の見直し

事業所が原則として当該施設内の調理室を使用して、次の(1)から(3)までのいずれにも適合す
る食事の提供を行った場合に所定単位数を加算。
(1)管理栄養士又は栄養士が献立作成に関わること（外部委託可）又は、栄養ケア・ステー
ション若しくは保健所等の管理栄養士又は栄養士が栄養面について確認した献立であること
(2)利用者ごとの摂食量を記録していること
(3)利用者ごとの体重やBMIを概ね6月に1回記録していること
（1）は令和6年10月より（2）（3）は令和6年4月より要件を満たす必要あり
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
令和６年２月６日 厚生労働省・こども家庭庁 資料抜粋 
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令和６年度障害福祉サービス等の制度改定概要（抜粋)

 施設入所支援について
① 基本報酬の定員区分の見直し 
 利用定員ごとの基本報酬を10人ごとに設定する。
② 指定障害者支援施設等の一般原則の見直し【新設】
利用者の障害福祉サービス等の利用状況等を把握するとともに、利用者の自己決定の尊
重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の当該障害者支援施設等以外のサービス利
用に関する意向を定期的に確認し、相談支援事業者と連携を図りつつ、必要な援助を行
わなければならない。 
③ 地域移行等意向確認担当者の選任等【新設】
・ 本人の希望に応じたサービス利用に実効性を持たせるため、 地域移行及び施設外の日
中サービス利用の意向確認を行う担当者を選任すること 。

令和６年度から努力義務化し、令和８年度から義務化するとともに、未対応の場合は、
減算の対象とする。

④ 地域移行促進加算（Ⅱ）【新設】
・ 地域移行に向けた動機付け支援として、グループホーム等の見学や食事利用、地域活
動への参加等を行った場合を評価するための加算を創設する。



令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
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令和６年度障害福祉サービス等の制度改定概要（抜粋）
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共同生活援助について
（グループホームから希望する一人暮らし等に向けた支援の充実）

① 自立生活支援加算  
居宅における単身等での生活を本人が希望し、かつ、可能と見込まれる利用者の退居に向
け、個別支援計画を見直した上で、一人暮らし等に向けた支援を行った場合に、要件に応
じて所定単位数を加算する。 

② 退居後共同生活援助サービス費、退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費
グループホームを退居した利用者（自立生活支援加算（Ⅰ）又は（Ⅲ）を算定していた者
に限る。）に対し、当該利用者の居宅を訪問して要件を満たす内容の支援を行った場合に、
退居日の属する月から３月間（引き続き支援することが必要であると市町村が認めた利用
者に対しては６月間）に限り、１月につき所定単位数を算定する。
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内
容令和６年２月６日 厚生労働省・こども家庭庁 資料抜粋 
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令和６年度障害福祉サービス等の制度改定概要（抜粋）

共同生活援助について（支援の実態に応じた報酬の見直し）
① 人員配置体制加算
基本報酬の類型が変更されたことに伴い、新たに人員配置体制加算を創設。

※特定従業者換算方法とは、従業者の合計勤務時間数（基準人員の配置時間を除く）を40で除することをいいます。

例：介護サービス包括型（定員8名）の事業所が、基準人員としての配置時間を除いて、世話人等を合計20時間分配
置している場合、20時間÷40時間＝「0.5」となり、定員8名÷「0.5」＝特定従業者換算
「16」となるため、上記の人員配置体制加算（ I I ）の要件を満たします。
（【注意】人員基準上、必要な職員数（常勤換算数）を除いた配置時間数で算定してください。）
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定
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令和６年度障害福祉サービス等の制度改定概要（抜粋）
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就労系サービスについて
 就労移行支援

利用定員規模20名以上 ⇒ 定員10名以上から実施可能に

 就労継続支援A型
経営状況の改善や一般就労への移行を促すために、スコア方式による評価項目の見直し。

 就労継続支援B型
基本報酬の見直し（平均工賃月額の算定方法の見直し ）
人員配置「6：1」の報酬体系の新設
目標工賃達成加算の新設（10単位/日）等

 就労定着支援
基本報酬を就労定着率のみに応じた報酬体系に就労移行支援事業所等との一体的な実施
に向けた見直し
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定
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令和６年度障害福祉サービス等の制度改定概要（抜粋）

① 基本報酬の見直し
・ 機能強化型（継続）サービス利用支援費（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）について、「協議会に
定期的に参画し、関係機関等の連携の緊密化を図るために必要な取組を実施しているこ
と」及び「基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制の強化の取組に参画している
こと」を要件に加える。
・ 複数事業所が協働で体制を確保することにより、機能強化型（継続）サービス利用支援
費を算定できる場合の要件について、現行の内容に加えて、「地域生活支援拠点等に係る
関係機関との連携体制を確保するとともに、協議会に定期的に参画していること」につい
ても、対象に加える。
② 質の高い相談支援を提供するための各種加算の見直し
・主任相談支援専門員配置加算の拡充
・地域体制強化共同支援加算の見直し
③ 医療等の多機関連携のための加算の見直し 
・医療・保育・教育機関等連携加算の拡充
・集中支援加算の拡充
・入院時情報連携加算の拡充
・退院・退所加算の拡充等
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